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QA64 製造、加工の定義を教えてください

 食品衛生法において、製造とは、あるものに工作を加えて、その本質を変化させ、別の

ものを作り出すこと、加工とは、あるものに工作を加える点では「製造」と同様ですが、

そのものの本質を変えないで形態だけを変化させることとしています。

出典：厚生労働省「食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関する Q&A について（平成

24 年 7 月 5 日）」より作成

出典の公開日：2012 年 7 月 5 日

本資料への収録日：2012 年 12 月 27 日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成26年度版）」　第4章　食品中の放射性物質 Q&A




